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申 告 期 間 中 、 都 合 に よ り 会 場 に 来 ら れ な い 場 合 は 

市 で は 代 理 申 告 ・ 郵 送 ま た は 電 話 で の 申 告 も 受 け 付 け て い ま す 。  

そ の 他 、 御 不 明 な 点 が ご ざ い ま し た ら 、 税 務 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

【 提 出 先 ・ 問 合 せ 先 】  

〒 899-1696 鹿 児 島 県 阿 久 根 市 鶴 見 町 200 番 地  

 阿 久 根 市 役 所  税 務 課  課 税 係  

 ℡  直 通  （ 0996） 73-1203 

   代 表  （ 0996） 73-1211 内 線  1443・ 1444 

令和８年度 市県民税申告のお知らせ 
 

市 県 民 税 申 告 と は 、 市 県 民 税 を 計 算 す る た め の 基 礎 資 料 お よ び 国 民 健 康 保 険 税 等 の

税 額 や 各 種 手 当 、 行 政 サ ー ビ ス の 負 担 額 の 算 定 基 礎 と な る 重 要 な 手 続 き で す 。  

令 和 ８ 年 度 市 県 民 税 （ 令 和 ７ 年 1 月 1 日 か ら 令 和 ７ 年 12 月 31 日 ま で 「 以 下 、 令

和 ７ 年 中 」 の 所 得 に 係 る も の ） の 申 告 を 受 け 付 け ま す 。  

申 告 が 必 要 な 方 は 、 令 和 ８ 年 3 月 16 日 （ 月 ） ま で に 必 ず 申 告 く だ さ い 。  

申 告 の 日 程 等 は 、 別 紙 「 令 和 ８ 年 度 市 県 民 税 申 告 受 付 日 程 表 」 の と お り で す 。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令 和 ７ 年 中 に 収 入 が な か っ た 方 や 非 課 税 収 入 （ 遺 族 年 金 、 障 害 年 金 、 傷 病 手 当 、

失 業 保 険 な ど ） の み の 方 で も 、 申 告 が 必 要 に な る 場 合 が あ り ま す 。  

▼ 国 民 健 康 保 険 、 介 護 保 険 、 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 に 加 入 し て い る 方  

▼ 国 民 健 康 保 険 、 福 祉 、 教 育 、 保 育 園 関 係 の 制 度 な ど に お い て 、 所 得 の 申 告 や  

非 課 税 証 明 書 等 の 発 行 が 必 要 な 方  

 ▼ 「 給 与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 ま た は 、「 公 的 年 金 等 の 受 給 者 の 扶 養 親 族  

等 申 告 書 」 に お い て 扶 養 ま た は 配 偶 者 と な っ て い な い 方  

 

混 雑 を 避 け る た め 、 書 類 の 事 前 作 成 （ 収 支 内 訳 書 送 付 者 の み ） と 整 理 を  

お 願 い し ま す 。  
 会 場 内 で の 混 雑 を 避 け る と と も に 、 滞 在 時 間 を 短 く す る た め 収 支 内 訳 書 の 事 前  

作 成 と 申 告 に 必 要 な 書 類 の 整 理 を お 願 い し ま す 。 書 類 整 理 な ど を さ れ て い な い  

状 態 で の 申 告 は お 断 り す る 場 合 や 、 書 類 整 理 し た 上 で 、 再 度 申 告 を お 願 い す る  

こ と が あ り ま す 。 皆 様 の 御 理 解 と 御 協 力 を お 願 い し ま す 。  

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

申 告 が 必 要 な 方 が 申 告 し な い 場 合 、 様 々 な 不 利 益 が 生 じ ま す 

〇 公 営 住 宅 の 申 請 や 更 新 、養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 入 所 、銀 行 借 入 な ど 様 々 な
手 続 き に 必 要 と な る 所 得 （ 課 税 ） 証 明 書 等 の 発 行 が で き ま せ ん 。  

〇 市 県 民 税 や 国 民 健 康 保 険 税 、介 護 保 険 料 、後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 の 各 種
税 金 が 正 し く 計 算 さ れ ま せ ん 。  

〇 児 童 手 当 等 の 各 種 申 請 が で き ま せ ん 。  
〇 国 民 健 康 保 険（ ま た は 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 ）加 入 者 で 世 帯 内 に １ 人 で も

未 申 告 者 が い る と 医 療 費 の 限 度 額 が 認 定 で き ま せ ん 。  
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令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 現 在 、 阿 久 根 市 に 住 所 （ 住 民 登 録 ） が あ る 方 が 対 象 で す 。  

以 下 の チ ェ ッ ク 表 で 、 申 告 が 必 要 か ど う か 確 認 し て く だ さ い 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

申 告 が 必 要 な 方 は 、ど の よ う な 収 入 が あ っ た か を 確 認 し て 、以 下 の 区 分 に 応 じ て

必 要 な 書 類 を ご 準 備 く だ さ い 。（ ４ ペ ー ジ 参 考 ）  

収 入 の 種 類 （ 内 容 ） 区  分  

収 入 な し 、 市 外 在 住 親 族 の 扶 養 に な っ て い る  Ａ  

給 与 収 入 、 公 的 年 金 収 入  Ｂ  

農 業 〔 米 （ 自 家 消 費 米 含 む ）、 野 菜 、 果 樹 等 〕 や 畜 産 業 等 を 営 ん で い る  

Ｃ  飲 食 店 業 、 建 設 業 、 サ ー ビ ス 業 、 外 交 員 、 大 工 、 漁 業 等 の 自 営 業 を 営 ん で い る 

土 地 、 建 物 、 ア パ ー ト 、 水 田 の 貸 付 け 等 を 行 っ て い る  

生 命 （ 損 害 ） 保 険 の 一 時 金 や 満 期 返 戻 金 、 賞 金 、 競 馬 等 の 払 戻 金 等 が あ る  Ｄ  

貴 金 属 や 機 械 、 土 地 ・ 建 物 等 資 産 の 譲 渡 が あ る  Ｅ  

上 の い ず れ に も 当 て は ま ら な い 収 入 （ 個 人 年 金 、 シ ル バ ー 配 分 金 等 ） が あ る  Ｆ  

あ な た は 申 告 が 必 要 で す か ？ 確 認 し て み ま し ょ う ！  

 

は い  
申 告  

不 要     は い  

い
い
え
（
税
務
課
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
） 

 

 

い
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え 
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い 

い
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い
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い い え

 
 

 

申  告  必  要

【 給 与 収 入 の 場 合 】  

２ か 所 以 上 の 事 業 所 か ら 給 与 が あ る  

ま た は 、 ※ 各 種 控 除 を 受 け ま す か ？  

◇ 勤 務 先 で 年 末 調 整 を 済 ま せ て い る

方 は 申 告 の 必 要 は あ り ま せ ん 。  

 

【 公 的 年 金 の 場 合 】  

※ 各 種 控 除 を 受 け ま す か ？  

 
は

い 

は

い 

※ 各 種 控 除 と は …  

医 療 費 控 除 、 社 会 保

険 料 控 除 、 生 命 保 険

料 控 除 、 扶 養 控 除 等

の こ と で す 。  

市 内 在 住 親 族 の 税 法 上 の

扶 養 に な っ て い ま す か ？

（ 保 険 証 （ 資 格 確 認 書 ）

の 扶 養 と は 異 な り ま す 。）  

税 務 署 等 で 確 定

申 告 を す る 予 定

で す か ？  

令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 収 入 が あ り ま し た か ？  
（ 遺 族 年 金 、 障 害 年 金 、 傷 病 手 当 、 失 業 保 険 等 の 非 課 税 収 入 は 含 み ま せ ん ）  

給 与 ま た は 公 的

年 金 以 外 の 収 入

が あ り ま す か ？  
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公的年金収入だけ…  
申 告 は 必 要 ？ 必 要 な い ？  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

年 金 受 給 者 で 確 定 申 告 が 不 要 な 方 で も 、 市 県 民 税 申 告 が 必 要 な 場 合 が あ り ま す  



 4 / 4 
 

各 種 所 得 の 計 算 に 必 要 な も の  

各 種 控 除 の 計 算 に 必 要 な も の

各 種 収 入 ・ 控 除 に 応 じ た 必 要 書 類 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド （ マ イ ナ ン バ ー が 確 認 で き る

書 類 ＋ 本 人 確 認 が で き る 書 類 (運 転 免 許 証 、 各 種 保 険 証 （ 資 格 確 認 書 ） 等 ） 、 利 用 者

識 別 番 号 （ 税 務 署 に 届 出 書 を 提 出 さ れ た 方 ） 、 通 帳 な ど （ 還 付 の あ る 方 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

確 定 申 告 に 必 要 と な る 納 付 確 認 書 や 固 定 資 産 課 税 台 帳 登 録 事 項 証 明 書 が 必 要 な 方 は 、市

役 所 税 務 課 へ 交 付 申 請 を 行 っ て く だ さ い 。 手 数 料 は 無 料 で す 。  

な お 、 本 人 又 は 同 一 世 帯 の 方 が 申 請 す る 場 合 は 、 本 人 確 認 が で き る 書 類 (運 転 免 許 証 、

各 種 保 険 証 （ 資 格 確 認 書 ） 等 )の み 、 第 三 者 の 方 が 申 請 す る 場 合 は あ わ せ て 委 任 状 が 必 要

に な り ま す 。  

 

※農業、営業、不動産所得の申告には収支内訳書が必要です 

 
 

 

区 分 所 得 の 種 類 必 要 書 類 
Ａ  所 得 な し  ・ 必 要 書 類 は あ り ま せ ん （ 電 話 で 申 告 が 済 む 場 合 が あ り ま す 。）  

Ｂ  給 与 所 得  

公 的 年 金 所 得  

・ 源 泉 徴 収 票 の 原 本  

（ 給 与 支 払 者 か ら 発 行 さ れ な い 場 合 は 、 支 払 証 明 書 や 明 細 書 等 ）  

Ｃ  

農 業 所 得  

 

営 業 所 得  

（ 漁 業 含 む ）  

 

不 動 産 所 得  

▼ 収 支 内 訳 書 （ 自 書 に よ り 完 成 さ せ た も の を ご 準 備 く だ さ い ）  

▼ 収 入 経 費 に つ い て 詳 し く 分 か る も の  

 取 引 明 細 書 、 出 荷 証 明 書 、 水 揚 証 明 書 、 通 帳 等 及 び 経 費 に 掛 か る 購 入

品 ・ 購 入 日 ・ 購 入 額 が 費 目 ご と に 区 分 さ れ た 帳 簿 ま た は 記 録 表  

 不 動 産 賃 貸 借 に 関 す る 契 約 書 、 入 金 が 確 認 で き る 通 帳 等  

（ 通 帳 は 、 令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 12 月 31 日 ま で の 内 容 が 記 載 さ れ た も の ） 

 経 営 所 得 安 定 対 策 等 交 付 金 な ど 所 得 補 償 に 関 す る 公 的 な 文 書  

Ｄ  一 時 所 得  ・ 保 険 の 一 時 金 や 満 期 返 戻 金 の 受 取 通 知 書 等  

Ｅ  譲 渡 所 得  
・ 売 買 契 約 書 、（ 譲 渡 資 産 を ） 取 得 し た 時 の 領 収 書  

・（ 収 用 ・ あ っ せ ん 等 に よ る 売 買 の 場 合 ）収 用 証 明 書 や 買 取 等 の 証 明 書 等  

Ｆ  雑 所 得  
・ シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の 配 分 金 支 払 証 明 書  

・ 個 人 年 金 保 険 を 年 金 形 式 で 受 け 取 っ た 場 合 の 支 払 証 明 書  

控 除 種 目 必 要 書 類 

医 療 費 控 除 

・ 従 来 の 医 療 費 控 除 の 場 合 は 、 医 療 関 係 等 か ら の 領 収 書 （ ま た は 医 療 費 通 知 ）、 

生 命 保 険 会 社 等 か ら 受 け た 保 険 金 や 高 額 療 養 費 な ど の 給 付 金 が わ か る 書 類  

・ ス イ ッ チ Ｏ Ｔ Ｃ 薬 控 除 の 場 合 は 、 取 組 （ 予 防 接 種 、 定 期 健 康 診 断 等 ） を 証 明

す る 書 類 と 対 象 医 薬 品 の 領 収 書  

※ 領 収 書 を 持 参 さ れ る 場 合 は 、 人 別 、 項 目 別 に 分 け て 集 計 を し て く だ さ い 。  

社会保険料控除 

令 和 ７ 年 中 に 支 払 っ た 国 民 健 康 保 険 税 、 介 護 保 険 料 、 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 の

証 明 書 （ 市 が 発 行 す る 納 付 確 認 書 ） や 国 民 年 金 保 険 料 な ど の 領 収 書  

※ 各 種 保 険 税 （ 料 ） が 特 別 徴 収 （ 年 金 天 引 き ） さ れ て い る 方 は 、 公 的 年 金 等 の  

源 泉 徴 収 票 に 記 載 さ れ て い ま す 。  

生命保険料控除 

地震保険料控除 
保 険 会 社 が 発 行 す る 保 険 料 控 除 証 明 書  

障 が い 者 控 除 障 害 者 手 帳 、 療 育 手 帳 等 、 障 が い 者 控 除 対 象 者 認 定 書 （ 福 祉 課 か ら 発 行 さ れ た も の ） 

寄 附 金 控 除 寄 附 先 が 発 行 す る 受 領 証 明 書 や 領 収 書  

雑 損 控 除 
令 和 ７ 年 中 に 災 害 等 （ 盗 難 ・ 横 領 含 む ） に よ り 損 失 し た 金 額 が わ か る も の  

保 険 金 や 損 害 賠 償 、 見 舞 金 等 を 受 け た 場 合 は 、 そ の 合 計 額 が わ か る も の  

申 告 に 必 要 な も の  


